
 

別記様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 避難行動要支援者名簿システム 

行政機関等の名称 矢板市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
市民福祉部社会福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 

(1) 発災時等に自力避難が困難で避難の際に支援が必要な

者（避難行動要支援者）の把握等のために作成する。 

(2) 避難行動要支援者の避難支援等を実施するための計画

（個別避難計画）を作成する。ただし、個別避難計画を

作成することに同意した避難行動要支援者に限る。 

記録項目 

(1) 氏名、生年月日、性別、住所又は居所、電話番号その他

の連絡先、避難支援等を必要とする事由、そのほか市長

が必要と認める事項 

(2) １に加え、避難支援等実施者の氏名又は名称、住所又は

居所及び電話番号その他の連絡先、避難施設その他の避

難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項、その

ほか市長が必要と認める事項 

記録範囲 

介護保険における要介護度が３～５の方、身体障害者手帳

１・２級所持者、療育手帳Ａ１・Ａ２・Ａ所持者、精神保健

福祉手帳１級所持者、その他自力避難が困難で特に支援を要

する方 

記録情報の収集方法 介護保険システム、高齢者福祉システム、本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨 
含む（介護保険における要介護度、障害者手帳の種類） 

記録情報の経常的提供先 

(1) 矢板警察署、矢板消防署、行政区長、民生委員、消防団

(消防団は発災時又は発災のおそれがあるときに提供) 

(2) 令和４年度現在提供の実績なし。 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）矢板市社会福祉課 

（所在地）〒329-2192 栃木県矢板市本町５番４号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 □無 
 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
含む（介護保険における要介護度、障害者手帳の種類） 

備   考 
 



 

別記様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 矢板市福祉タクシー利用者証交付申請書（高齢者） 

行政機関等の名称 矢板市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
市民福祉部社会福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 矢板市福祉タクシー利用者証交付申請受付のため 

記録項目 

1 申請者氏名、2 申請者住所、3 申請者電話番号、4 利用者

住所、5 利用者氏名、6 利用者生年月日、7 利用者年令 

記録範囲 矢板市福祉タクシー利用者証利用者 

記録情報の収集方法 本人又は代理人 

要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）矢板市総合政策部総務人事課 

（所在地）〒329-2192 矢板市本町５番４号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 □無 
 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
― 

備   考 

 

 

  



 

別記様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 タクシー券交付台帳 

行政機関等の名称 矢板市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
市民福祉部社会福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 矢板市福祉タクシー利用者証交付申請受付のため 

記録項目 

1 申請者氏名、2 申請者住所、3 申請者電話番号、4 利用者

住所、5 利用者氏名、6 利用者生年月日、7 利用者年令 

記録範囲 矢板市福祉タクシー利用者証利用者 

記録情報の収集方法 本人又は代理人 

要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）矢板市総合政策部総務人事課 

（所在地）〒329-2192 矢板市本町５番４号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
― 

備   考 

 

 

 



 

別記様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 医療費助成システム 

行政機関等の名称 矢板市長 

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称 
市民福祉部社会福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 重度心身障害者に対する医療費の助成 

記録項目 

１受給者台帳（受給者番号、申請日、認定日、交付日、有

効期間、２受診医療機関等名称、３自己負担の有無、４医

療費助成額、５自己負担額、６受給者情報（基本コード、

カナ氏名、氏名、生年月日、郵便番号、住所、送付先、住

民税課税状況）、７受給者と同一健康保険の加入者情報（基

本コード、カナ氏名、氏名、生年月日、郵便番号、住所、

続柄、住民税課税状況） 

記録範囲 受給者、受給者と同一健康保険の加入者 

記録情報の収集方法 

本人又は代理人、住民基本台帳システム（住民情報）、税務

情報システム（住民税課税状況）、統合宛名システム（住民

税課税状況）、栃木県障害者総合相談所、県北児童相談所 

要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及

び所在地 

矢板市総合政策部総務人事課 

〒329-2192 矢板市本町５番４号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の

規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21条第７項に該当す

るファイル □有 □無 
 

記録情報に条例要配慮個人情報が含

まれているときはその旨 
― 

備   考 

 

 

  



 

別記様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 身体障害者手帳交付者一覧表 

行政機関等の名称 矢板市長 

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称 
市民福祉部社会福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 身体障害者手帳・療育手帳の交付状況の管理 

記録項目 

１．手帳情報（手帳番号、障害等級、障害種別、障害内容、

交付日、再交付日、次回判定日） 

２．手帳所持者情報（カナ氏名、氏名、生年月日、住所） 

記録範囲 身体障害者手帳所持者、療育手帳所持者 

記録情報の収集方法 栃木県障害者総合相談所 

要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及

び所在地 

矢板市総合政策部総務人事課 

〒329-2192 矢板市本町５番４号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の

規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

■法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21条第７項に該当す

るファイル □有 □無 
 

記録情報に条例要配慮個人情報が含

まれているときはその旨 
― 

備   考 

 

 

  



 

別記様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 福祉総合システム 

行政機関等の名称 矢板市長 

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称 
市民福祉部社会福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交

付状況の管理、自立支援医療費受給資格の認定及び給付、

補装具の給付、日常生活用具の給付、特別障害者手当・障

害児福祉手当の受給資格の認定及び給付 

記録項目 

１．手帳台帳（手帳番号、障害等級、障害種別、障害内容、

指定医氏名、交付日、再交付日、次回判定日、有効期限、

手帳所持者情報（個人番号、基本コード、カナ氏名、氏名、

生年月日、郵便番号、住所、世帯主氏名、世帯員名、保護

者氏名、保護者住所、続柄） 

２．自立支援医療受給者台帳（受給者番号、申請日、進達

日、認定日、交付日、保険証記号番号、保険者名、障害内

容、有効期間、指定医療機関名、所得区分、負担上限、受

給者情報（個人番号、基本コード、カナ氏名、氏名、生年

月日、郵便番号、住所、送付先、所得、市民税所得割額）、

受給者と同一健康保険の加入者情報（個人番号、基本コー

ド、カナ氏名、氏名、生年月日、郵便番号、住所、続柄、

所得、市民税所得割額）、保護者情報（カナ氏名、氏名、生

年月日、郵便番号、住所、続柄、所得、市民税所得割額）） 

３．補装具管理台帳（補装具の名称、数量、申請日、支給

決定日、所得区分、月額負担上限額、価格、利用者負担額、

公費負担額、受給者情報（個人番号、基本コード、カナ氏

名、氏名、生年月日、郵便番号、住所、送付先、所得、市

民税所得割額）、配偶者情報（カナ氏名、氏名、生年月日、

郵便番号、住所、所得、市民税所得割額））、保護者情報（カ

ナ氏名、氏名、生年月日、年齢、郵便番号、住所、続柄、

所得、市民税所得割額）） 

４．日常生活用具管理台帳（生活用具の名称、数量、申請

日、支給決定日、券発行日、所得区分、月額負担上限額、

価格、利用者負担額、公費負担額、受給者情報（個人番号、

基本コード、カナ氏名、氏名、生年月日、年齢、郵便番号、

住所、送付先、所得、市民税所得割額）、世帯情報（世帯主

名、世帯員カナ氏名、世帯員氏名、世帯員生年月日、郵便

番号、住所、続柄、所得、市民税所得割額）） 

５．手当支給台帳（手当種別、申請日、認定日、支給開始

月、支給停止日、資格喪失日、障害名、障害程度、受給者

情報（個人番号、基本コード、カナ氏名、氏名、生年月日、

郵便番号、住所、送付先、所得、市民税所得割額、年金情

報）、配偶者情報（カナ氏名、氏名、生年月日、郵便番号、

住所、所得、市民税所得割額））、扶養義務者情報（カナ氏

名、氏名、生年月日、郵便番号、住所、続柄、所得、市民

税所得割額））、口座情報（金融機関名、口座番号、口座名

義） 



 

記録範囲 

身体障害者手帳所持者、療育手帳所持者、精神障害者保健

福祉手帳所持者、自立支援医療受給者、補装具受給者、日

常生活用具受給者、特別障害者手当受給者、障害児福祉手

当受給者及びその世帯員又は親族（配偶者、保護者、扶養

義務者）、指定医 

記録情報の収集方法 

本人又は代理人、住民基本台帳システム（住民情報）、税務

情報システム（所得・市民税所得割額）、統合宛名システム

（市民税所得割額、年金受給額 等）、栃木県障害者総合相

談所、栃木県矢板健康福祉センター、栃木県精神保健福祉

センター、県北児童相談所、医療機関等 

要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 
栃木県障害者総合相談所、栃木県矢板健康福祉センター、

栃木県精神保健福祉センター、他市町村（情報連携） 

開示請求等を受理する組織の名称及

び所在地 

矢板市総合政策部総務人事課 

〒329-2192 矢板市本町５番４号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の

規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21条第７項に該当す

るファイル □有 □無 
 

記録情報に条例要配慮個人情報が含

まれているときはその旨 
― 

備   考 

 

 



 

別記様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 介護保険システム 

行政機関等の名称 矢板市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
市民福祉部高齢対策課 

個人情報ファイルの利用目的 

介護保険被保険者証の交付・再交付事務、介護保険要介護・

要支援認定事務、居宅サービス計画作成依頼届出書の受付事

務、介護保険給付事務（福祉用具購入費、住宅改修費及び高

額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費、特定入所

者介護サービス費支給）、介護保険給付に伴う国民健康保険

団体連合会との情報交換、介護給付適正化に関する事務、社

会福祉法人等による生計困難者に対する利用負担者軽減事

業を行うため 

記録項目 

１認定申請書情報（申請者氏名、申請者住所、被保険者カナ

氏名、被保険者氏名、被保険者住所、個人情報、生年月日、

性別、前回認定情報、主治医）、２認定情報（調査票、主治

医意見書、要介護度）、３認定結果 

記録範囲 

65歳以上の要介護及び要支援認定申請者、40歳以上 64歳以

下の法に定める特定疾病を持つ要介護及び要支援認定申請

者 

記録情報の収集方法 
本人、代理人、親族、主治医、担当ケアマネジャー、その他

認定関係者、栃木県国民健康保険団体連合会 

要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 矢板市介護認定審査会、栃木県国民健康保険団体連合会 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）矢板市総合政策部総務人事課 

（所在地）〒329-2192 矢板市本町５番４号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
－ 

備   考 
 

  



 

別記様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 敬老会招待者 

行政機関等の名称 矢板市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
市民福祉部高齢対策課 

個人情報ファイルの利用目的 
敬老祝賀事業における敬老会被招待者数の把握、各行政区単

位で実施する敬老会被招待者名簿を提供するため 

記録項目 

被招待者情報（1行政区、2住所、3 方書、4世帯主名、5漢

字氏名、6カナ氏名、7生年月日、8 性別、9年齢） 

記録範囲 

被招待者（昭和 17 年 4 月 1 日以前に生まれた方で、当該年

度 8 月 1 日現在、矢板市住民基本台帳に記載されている

方）※被招待者年齢等が変更となる場合あり 

記録情報の収集方法 住民基本台帳システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 行政区長 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）矢板市総合政策部総務人事課 

（所在地）〒329-2192 矢板市本町５番４号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
－ 

備   考 

 

  



 

別記様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 高齢者実態把握対象者 

行政機関等の名称 矢板市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
市民福祉部高齢対策課 

個人情報ファイルの利用目的 

地域の高齢者が住み慣れた地域で安心してその人らしい生

活を継続していくことができるよう、高齢者の心身の状況や

生活の実態、必要な支援等を幅広く把握し、地域における適

切な保健・医療・福祉サービス、機関または制度の利用に繋

げる等の支援を行うため提供する。 

記録項目 

実態把握対象者情報（1名前、2性別、3年齢、4住所、5方

書、6行政区名、7世帯区分、8圏域、9元気度チェック回答

者、10元気度チェック未回答者、11 訪問看護師訪問の有無、

12前年度地域包括支援センターの訪問の有無） 

高齢者実態把握個人カード（1訪問年月日、2名前、3性別、

4 年齢、5 住所、6 行政区名、7 電話番号、8 家族状況、9 健

康状態、10本人の生活状況、11基本チェックリスト、12訪

問者判断） 

記録範囲 
75 歳以上で介護認定を受けていない在宅高齢者の独居世

帯、高齢者世帯、元気度チェック未回答者の混合世帯 

記録情報の収集方法 
住民基本台帳システム、介護保険システム、地域包括支援セ

ンター 

要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 地域包括支援センター 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）矢板市総合政策部総務人事課 

（所在地）〒329-2192 矢板市本町５番４号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
－ 

備   考 

 

  



 

別記様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 高齢者世帯の情報 

行政機関等の名称 矢板市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
市民福祉部高齢対策課 

個人情報ファイルの利用目的 

65 歳以上の独居世帯、高齢者世帯、混合世帯の情報を民生

委員に提供し、各民生委員を通じた高齢者情報の収集と地域

見守り体制の一環に繋げるため提供する。 

記録項目 

対象者情報（1住所、2世帯コード、3電話番号、4行政区、

5 民生委員名、6 緊急連絡先、続柄、電話番号、住所、7 住

所、8 個人番号、9 氏名、10 生年月日、11 性別、12 続柄、

13 視力、言語、入浴、聴力、歩行、着脱の状況、14 高齢者

の生活状況及び問題点） 

 

記録範囲 65歳以上の独居世帯、高齢者世帯、混合世帯の情報 

記録情報の収集方法 住民基本台帳システム、民生委員 

要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 民生委員 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）矢板市総合政策部総務人事課 

（所在地）〒329-2192 矢板市本町５番４号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
－ 

備   考 

 

  



 

別記様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 
高齢者相談表索引簿(全),避難行動要支援者(拒否者) 

地域ケア個別会議名簿 

行政機関等の名称 矢板市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
市民福祉部高齢対策課 

個人情報ファイルの利用目的 
過去の相談記録等の履歴を残し、新たに相談があった時に対

応できるようにするため。 

記録項目 

対象者情報（1対応年月日、2対象者名、3フリガナ、4住所

5生年月日、6記録所在、7 備考） 

地域ケア個別会議名簿（1 開催時期、2 対象者名、3 生年月

日、4年齢、5主催者名、6 出席者、7備考）  

記録範囲 
高齢対策課に相談があった案件 

地域ケア個別会議をした案件の名簿 

記録情報の収集方法 
本人、親族、関係機関、地域包括支援センター、民生委員、

近隣者 

要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 地域包括支援センター 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）矢板市総合政策部総務人事課 

（所在地）〒329-2192 矢板市本町５番４号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
－ 

備   考 

 

  



 

別記様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 介護保険認定審査支援システム 

行政機関等の名称 矢板市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
市民福祉部高齢対策課 

個人情報ファイルの利用目的 介護保険要介護・要支援認定事務を行うため 

記録項目 

１認定申請書情報（申請者氏名、申請者住所、被保険者カナ

氏名、被保険者氏名、被保険者住所、個人番号、生年月日、

性別、前回認定情報、主治医）、２認定情報、３調査票特記

事項、４主治医意見書、５認定結果 

記録範囲 

65歳以上の要介護及び要支援認定申請者、40歳以上 64歳以

下の法に定める特定疾病を持つ要介護及び要支援認定申請

者 

記録情報の収集方法 本人、代理人、親族、主治医、その他認定関係者 

要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 矢板市介護認定審査会、担当ケアマネジャー 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）矢板市総合政策部総務人事課 

（所在地）〒329-2192 矢板市本町５番４号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
－ 

備   考 

 

  



 

別記様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 介護保険被保険者台帳 

行政機関等の名称 矢板市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
市民福祉部高齢対策課 

個人情報ファイルの利用目的 要介護（要支援）認定者の届出書等の保存のため 

記録項目 

１認定申請書情報（申請者氏名、申請者住所、被保険者カナ

氏名、被保険者氏名、被保険者住所、個人情報、生年月日、

性別、前回認定情報、主治医）、２認定調査情報（自宅地図） 

３居宅サービス計画作成届出依頼届出書、４施設入退所連絡

票、５送付先変更届 

記録範囲 

65歳以上の要介護及び要支援認定申請者、40歳以上 64歳以

下の法に定める特定疾病を持つ要介護及び要支援認定申請

者 

記録情報の収集方法 
本人、代理人、親族、担当ケアマネジャー、その他認定関係

者 

要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）矢板市総合政策部総務人事課 

（所在地）〒329-2192 矢板市本町５番４号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
－ 

備   考 

 

  



 

別記様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 矢板市元気度チェック調査回答結果 

行政機関等の名称 矢板市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
市民福祉部高齢対策課 

個人情報ファイルの利用目的 ハイリスク高齢者を抽出し、保健事業につなげるため 

記録項目 

１基本コード、２氏名、３生年月日、４年齢、５性別、６郵

便番号、７住所、８世帯番号、９行政区名、10 アンケート

結果 

記録範囲 
75 歳以上の在宅高齢者のうち、要介護認定を受けていない

者 

記録情報の収集方法 本人、地域包括支援センター 

要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 地域包括支援センター、集計業務委託先 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）矢板市総合政策部総務人事課 

（所在地）〒329-2192 矢板市本町５番４号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
－ 

備   考 

 

 

  



 

別記様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 認知機能簡易検査実績 

行政機関等の名称 矢板市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
市民福祉部高齢対策課 

個人情報ファイルの利用目的 
認知機能簡易検査を受検した者の結果を過去の結果と比較

するための基礎資料とするため 

記録項目 

１個人コード、２氏名、３性別、４生年月日、５年齢、６郵

便番号、７住所、８電話番号、９行政区、１０過去の結果 

記録範囲 認知機能簡易検査過去の受検者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）矢板市総合政策部総務人事課 

（所在地）〒329-2192 矢板市本町５番４号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
－ 

備   考 

 

 



 

別記様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 医療費助成システム 

行政機関等の名称 矢板市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
市民福祉部子ども課 

個人情報ファイルの利用目的 医療費助成に関する事務を行うため 

記録項目 

１受給者証番号、２受給者情報（宛名コード、個人番号、カ

ナ氏名、氏名、生年月日、性別、郵便番号、住所、外国人区

分、配偶者情報）、３世帯情報、４加入保険情報、５受給者

証有効期間、６電話番号、７支払情報、８口座情報、９所得

情報 

記録範囲 受給資格者、対象者 

記録情報の収集方法 
本人又は代理人、住民基本台帳システム（住民情報・所得情

報）、医療機関等 

要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称） 

（所在地） 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 □無 
 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
― 

備   考 

 

  



 

別記様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 医療費助成現物給付データ 

行政機関等の名称 矢板市 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
市民福祉部子ども課 

個人情報ファイルの利用目的 医療費助成に関する事務を行うため 

記録項目 

１受給者番号、２入院・外来区分、３医療点数・一部負担金、

４受診医療機関、５氏名、６加入保険情報 

記録範囲 対象者 

記録情報の収集方法 
本人又は代理人、国民健康保険団体連合会、社会保険診療報

酬支払基金、医療機関等 

要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称） 

（所在地） 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 □無 
 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
― 

備   考 

 

  



 

別記様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 児童手当システム 

行政機関等の名称 矢板市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
市民福祉部子ども課 

個人情報ファイルの利用目的 児童手当支給事務に係る認定、消滅等に利用する 

記録項目 

１氏名、２住所、３性別、４連絡先、５手当額、６児童数、

７児童名、８児童生年月日、９児童住所 

記録範囲 児童手当認定請求書を提出したもの 

記録情報の収集方法 本人及び児童、住民基本台帳システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨 
― 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称） 

（所在地） 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 □無 
 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
含まない 

備   考 

 

 



 

別記様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 健康管理システム（母子健診） 

行政機関等の名称 矢板市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
市民福祉部子ども課 

個人情報ファイルの利用目的 妊産婦及び乳幼児の健康診査を行うため 

記録項目 

１妊娠届情報（氏名、生年月日、性別、年齢、電話番号、住

所、既往歴、婚姻歴、職業） 

２妊婦健診情報（氏名、生年月日、性別、年齢、電話番号、

住所、金額、検査内容） 

３出生届情報（氏名、生年月日、性別、年齢、電話番号、住

所、出生週数、身長、体重、頭囲、カウプ指数） 

４乳幼児健診情報（氏名、生年月日、住所、性別、年齢、電

話番号、職業、身長、体重、カウプ指数） 

記録範囲 

１妊娠届出を行った者 

２妊婦健診を受診した者 

３出生届を行った者 

４乳幼児健診を受診した者 

記録情報の収集方法 本人及び保護者 

要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称） 

（所在地） 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 □無 
 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
含まない 

備   考 

 

 



 

別記様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 健康管理システム（予防接種） 

行政機関等の名称 矢板市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
市民福祉部子ども課 

個人情報ファイルの利用目的 子どもの予防接種を行うため 

記録項目 

１氏名、２生年月日、３性別、４年齢、５接種種類、６接種

年月日、７接種日年齢、８年度、９接種会場、１０接種回数、

１１ロットナンバー、１２接種量 

記録範囲 予防接種を受けた者 

記録情報の収集方法 本人、保護者、医療機関 

要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称） 

（所在地） 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 □無 
 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
含まない 

備   考 

 

 



 

別記様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 支給認定及び保育所入所、こども園・幼稚園入園業務 

行政機関等の名称 矢板市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
市民福祉部子ども課 

個人情報ファイルの利用目的 施設型給付事務に係る認定、取消し等に利用 

記録項目 

１申請児童氏名、２申請児童生年月日、３申請児童性別、４

保護者住所、５保護者連絡先 

記録範囲 
子どものための教育・保育給付認定申請書兼保育所・幼稚園

等利用申込書を提出したもの 

記録情報の収集方法 本人及び児童、住民基本台帳システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称） 

（所在地） 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 □無 
 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
含まない 

備   考 

 

 



 

別記様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 国民健康保険被保険者台帳 

行政機関等の名称 矢板市長 

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称 
市民福祉部健康増進課 

個人情報ファイルの利用目的 

国民健康保険趣旨普及事務、保険給付事務、国民健康保険

資格事務、高額療養費受領委任払事務、保健事業の実施に

関する事務を行うため 

記録項目 

1 被保険者情報（氏名、住所、個人番号、生年月日、世帯情

報）、2 国民健康保険資格情報、3 所得、4 証発行状況、5 負

担区分、6 送付先情報、7 レセプト情報、特定健康診査・特

定保健指導 

記録範囲 国民健康保険被保険者 

記録情報の収集方法 

本人、住民基本台帳システム（住民情報）、  

住民税システム（所得情報）、国保総合システム、特定健診

データ管理システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 栃木県国民健康保険団体連合会 

開示請求等を受理する組織の名称及

び所在地 

（名 称）矢板市市民福祉部健康増進課 

（所在地）〒329-2192 栃木県矢板市本町 5-4 

訂正及び利用停止に関する他の法令の

規定による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

記録情報に条例要配慮個人情報が含

まれているときはその旨 
－ 

備   考 

 

 

  



 

別記様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 データヘルス支援業務 

行政機関等の名称 矢板市長 

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称 
市民福祉部健康増進課 

個人情報ファイルの利用目的 
健診、医療、介護データを横断的に集計・分析することで、

健康課題への対策を検討、実施するために利用する。 

記録項目 

1 被保険者情報（氏名、住所、個人番号、生年月日、世帯情

報）、2 特定健康診査・特定保健指導情報、3,各種がん検診

情報、4、レセプト情報、5、介護認定等情報 

記録範囲 国民健康保険被保険者 

記録情報の収集方法 

本人、国民健康保険システム、特定健診データ管理システ

ム、健康管理システム、国保総合システム、KDB（国保デー

タベース）システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 有 

開示請求等を受理する組織の名称及

び所在地 

（名 称）矢板市市民福祉部健康増進課 

（所在地）〒329-2192 栃木県矢板市本町 5-4 

訂正及び利用停止に関する他の法令の

規定による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

記録情報に条例要配慮個人情報が含

まれているときはその旨 
－ 

備   考 

 

 

 

 



 

別記様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 予防接種対象者台帳 

行政機関等の名称 矢板市長 

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称 
市民福祉部健康増進課 

個人情報ファイルの利用目的 

予防接種（高齢者インフルエンザ、高齢者肺炎球菌、風し

ん（追加的対策）、新型コロナウイルス）対象者情報の管理、

定期及び臨時の予防接種に関する事務、予防接種台帳の調

製に関する事務、障害年金等の給付（定期及び臨時の予防

接種による健康被害の救済措置）に関する事務を行うため 

記録項目 

1 被保険者情報（氏名、住所、個人番号、生年月日、世帯情

報）、2 予防接種情報 

記録範囲 予防接種対象者 

記録情報の収集方法 本人、住民基本台帳システム（住民情報・所得情報） 

要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及

び所在地 

（名 称）矢板市市民福祉部健康増進課 

（所在地）〒329-2192 栃木県矢板市本町 5-4 

訂正及び利用停止に関する他の法令の

規定による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

記録情報に条例要配慮個人情報が含

まれているときはその旨 
－ 

備   考 

 

 

  



 

別記様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 健診対象者台帳 

行政機関等の名称 矢板市長 

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称 
市民福祉部健康増進課 

個人情報ファイルの利用目的 各種健診事務を行うため 

記録項目 

1 被保険者情報（氏名、住所、個人番号、生年月日、世帯情

報）、2 健診情報 

記録範囲 健診対象者 

記録情報の収集方法 本人、住民基本台帳システム（住民情報・所得情報） 

要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及

び所在地 

（名 称）矢板市市民福祉部健康増進課 

（所在地）〒329-2192 栃木県矢板市本町 5-4 

訂正及び利用停止に関する他の法令の

規定による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

記録情報に条例要配慮個人情報が含

まれているときはその旨 
－ 

備   考 

 

 

  



 

別記様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 後期高齢者医療保険被保険者台帳 

行政機関等の名称 矢板市長 

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称 
市民福祉部健康増進課 

個人情報ファイルの利用目的 後期高齢者福祉医療事務を行うため 

記録項目 

1 被保険者情報（氏名、住所、個人番号、生年月日、世帯

情報）、2 後期高齢者医療保険資格情報（被保険者番号、資

格取得状況、事由、適用状況、窓口負担区分）、3 所得、納

付状況、口座情報、4 証発行状況、5 送付先情報 

記録範囲 後期高齢者医療保険被保険者 

記録情報の収集方法 
本人、住民基本台帳システム（住民情報） 

住民税システム（所得情報） 

要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 栃木県後期高齢者医療広域連合 

開示請求等を受理する組織の名称及

び所在地 

（名 称）矢板市市民福祉部健康増進課 

（所在地）〒329-2192 栃木県矢板市本町 5-4 

訂正及び利用停止に関する他の法令の

規定による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

記録情報に条例要配慮個人情報が含

まれているときはその旨 
－ 

備   考 

 

 

  



 

別記様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 新型コロナウイルスワクチン予防接種対象者台帳 

行政機関等の名称 矢板市長 

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称 
市民福祉部健康増進課 

個人情報ファイルの利用目的 
新型コロナウイルスワクチン予防接種に関する事務を行

うため 

記録項目 

1 被保険者情報（氏名、住所、個人番号、生年月日、世帯情

報、2 予防接種情報 

記録範囲 新型コロナウイルスワクチン予防接種対象者 

記録情報の収集方法 本人、住民基本台帳システム（住民情報・所得情報） 

要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及

び所在地 

（名 称）矢板市市民福祉部健康増進課 

（所在地）〒329-2192 栃木県矢板市本町 5-4 

訂正及び利用停止に関する他の法令の

規定による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

記録情報に条例要配慮個人情報が含

まれているときはその旨 
－ 

備   考 

 

 



 

別記様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 戸籍システム 

行政機関等の名称 矢板市長 

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称 
市民福祉部市民課 

個人情報ファイルの利用目的 戸籍簿の記録及び管理を行うため 

記録項目 

1.氏名 2.性別 3.生年月日 4.住所 5.国籍 

6.戸籍の表示 7.住所 8.住定日 9.民刑事項  

10.身分関係 

記録範囲 矢板市に戸籍を有する者 

記録情報の収集方法 戸籍届出・他市町村からの通知 

要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 法務省 

開示請求等を受理する組織の名称及

び所在地 

（名 称）矢板市総合政策部総務人事課 

（所在地）〒329-2192 矢板市本町５番４号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の

規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

記録情報に条例要配慮個人情報が含

まれているときはその旨 
― 

備   考 

 

 

  



 

別記様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 印鑑登録システム 

行政機関等の名称 矢板市長 

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称 
市民福祉部市民課 

個人情報ファイルの利用目的 登録印鑑の記録及び管理を行うため 

記録項目 

1.登録番号 2.登録年月日 3.氏名 4.生年月日  

5.男女の別 6 住所. 7.外国人住民の片仮名氏名表記 

記録範囲 印鑑登録者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及

び所在地 

（名 称）矢板市総合政策部総務人事課 

（所在地）〒329-2192 矢板市本町５番４号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の

規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

記録情報に条例要配慮個人情報が含

まれているときはその旨 
― 

備   考 

 

 

  



 

別記様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 住民基本台帳システム 

行政機関等の名称 矢板市長 

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称 
市民福祉部市民課 

個人情報ファイルの利用目的 住民基本台帳の記録及び管理を行うため 

記録項目 

1.氏名 2. 生年月日 3.性別 4.世帯主 5.続柄  

6.戸籍の表示 7.住民となった日 8.住所 9.住定日  

10.個人番号 11.国民健康保険に関する事務 

記録範囲 矢板市に住民登録を有する者 

記録情報の収集方法 本人・他市町村からの通知等 

要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及

び所在地 

（名 称）矢板市総合政策部総務人事課 

（所在地）〒329-2192 矢板市本町５番４号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の

規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

記録情報に条例要配慮個人情報が含

まれているときはその旨 
― 

備   考 

 

 

  



 

別記様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 個人番号ファイル 

行政機関等の名称 矢板市長 

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称 
市民福祉部市民課 

個人情報ファイルの利用目的 個人番号の記録及び管理を行うため 

記録項目 

1. 氏名 2. 生年月日 3.性別 4. 住所 5. 個人番号 

6. 個人識別符号 

記録範囲 矢板市に住民登録を有する者 

記録情報の収集方法 本人・他機関からの通知等 

要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及

び所在地 

（名 称）矢板市総合政策部総務人事課 

（所在地）〒329-2192 矢板市本町５番４号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の

規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

記録情報に条例要配慮個人情報が含

まれているときはその旨 
― 

備   考 
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